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高齢者やしょうがい者の方は、何らかの全身的
な病気を患っておられる場合が多くあります。こ
のような方の中には、疾患のため十分な歯科治療
を受けることができず、お口の健康が損なわれて
いる方も少なくありません。

“生涯にわたり豊かな人生を送るために、大切
な口の機能を回復して全身の健康増進に寄与す
る”、これは高齢化社会における歯科医療の大き
な役割であると考えています。
当院では車椅子で来院される方にも、駐車場か

ら診療チェアーまでバリアフリーになるように配
慮しており、高齢者や身障者の方にも、安心して
歯科治療を受けていただくために、内科的疾患の
かかりつけ医と連携し、患者さんそれぞれにあわ
せた歯科治療を選択しています。
また、ご高齢や病気のために通院が困難な方へ

の往診もおこなっていますので、ご希望の方はお
気軽にご相談ください。

■問浅井歯科診療所(7a２２８１)
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「お口の健康」

今年も花粉症のシーズン

がきました。花粉症はスギ

やヒノキなどの花粉が抗原

となって起こる季節性のア

レルギー性鼻炎です。

抗原物質が鼻腔粘膜に付

着するとアレルギー反応を

起こし、くしゃみ中枢、分

泌腺、血管などに作用して、くしゃみや鼻水、鼻づ

まりが生じます。これら三大症状は、吸入された抗

原を体内から追い出し、これ以上侵入させないとい

う防御反応といえます。

ほかにも眼のかゆみを生じたり、仕事や勉学、家

事、睡眠などの日常生活に支障をきたします。です

から、花粉症のある方は、毎日の花粉情報に注意し、

花粉の飛散の多い時は窓を閉めて外出を控え、もし

外出する際は、めがねやマスクで花粉を防ぐことと、

服装は花粉がつきにくいものを着るとよいでしょ

う。帰宅時は十分花粉を払い落としてから入室して

ください。

このように花粉症対策は、眼や鼻の中になるべく

花粉が入らないようにすることと、室内になるべく

花粉を入れないことが大切です。それでも鼻水や鼻

づまりがきつく日常生活に支障をきたす場合は、早

めに耳鼻科受診をする方がよいでしょう。

花粉症の治療は、内服やスプレーが一般的ですが、

最近の薬は、眠気などの副作用が少なく、効果は早

くて持続時間が長いという特徴があり使いやすくな

っています。

睡眠不足、ストレス、アルコールの飲みすぎなど

は免疫機能を低下させ、症状を悪化させますので、

これらを避けることも重要です。

夜中に鼻づまりで睡眠に支障がでた場合は、まず

部屋の掃除や空気清浄をする、マスクをする、入浴

をする、蒸しタオルを鼻にあてると改善がみられる

ことがありますので一度お試しください。

シーズン中の症状を軽減させる方法として、初期

療法が勧められており、２週間前からの内服投与が

望ましいといわれています。

以上のように、花粉症は、早めの対応や予防が必

要であることがわかると思います。昨年も発症して

いる方は早めの耳鼻科受診をお勧めします。

市立長浜病院耳鼻咽喉科　
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これから流行る“花粉症の予防と対策”
－救急にかかる前にできること－
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市立長浜病院
４月から敷地内禁煙に
市立長浜病院

では、現在おこ
なっているタバ
コの全館内禁煙
をさらにすすめ、
４月からは敷地
内すべてにおいて禁煙とさせてい
ただきます。
これは、入院や外来の患者さん

など長浜病院を利用されるすべて
の方々の健康被害を回避する視点
から、受動喫煙(他人のタバコの煙
を吸わされること)の防止を徹底さ
せるためにおこなうものです。
当院を利用されるみなさんのご

理解とご協力をお願いします。

■問市立長浜病院(7[２３００)


